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富山県告示第190号の２ 

      道路の区域変更について 

 道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定に基づき道路の区域を次の 

とおり変更したので、同項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月30日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成30年３月30日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メートル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

国道 
 
471号 

南砺市岩武新 431番地先か
ら 
南砺市岩武新字五斗割８番
１地先まで 

変更前  

 
最大 10.1 

 
最小   8.6 

 

291.0 
高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 南砺市岩武新 379番３から 

 
南砺市岩武新字五斗割８番
１地先まで 

変更後  

 
最大  17.0 

 
最小  13.6 

 

291.0 

県道 
 
立山水橋線 

中新川郡立山町二ツ塚字中 
ノ島 164番５地先から 

変更前  

 
最大 12.6 

 
最小   7.6 

 

448.0 

富山土木
センター
立山土木
事務所 
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中新川郡立山町二ツ塚字中 
ノ島 136番６地先まで 変更後  

 
最大 13.7 

 
最小   7.6 

 

448.0  

県道 
 
八幡田稲荷線 

富山市中田二丁目 215番４
地先から 
 
富山市中田二丁目 438番１
地先まで 

変更前  

 
最大 56.4 

 
最小  20.6 

 

64.1 

富山土木
センター 

変更後  

 
最大 72.5 

 
最小  22.5 

 

64.1 

県道 
 
小矢部伏木港
線 

小矢部市石動町 503番地先
から 
小矢部市石動町 454番４ま
で 

変更前  

 
最大 12.3 

 
最小   4.6 

 

124.8 
高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 小矢部市石動町 503番から 

 
小矢部市石動町 454番４ま
で 

変更後  

 
最大  16.0 

 
最小  16.0 

 

124.8 

県道 
 
富山庄川小矢
部自転車道線 

小矢部市野端 769番から 
 
小矢部市石動町2345番まで 

変更前  

 
最大  10.9 

 
最小   3.8 

 

415.1 
高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 小矢部市野端 769番から 

 
小矢部市石動町2332番まで 

変更後  

 
最大   5.0 

 
最小   2.7 

 

519.8 

県道 
 
富山庄川小矢
部自転車道線 

小矢部市埴生字北反畝1479
番２から 
 
小矢部市野端 769番まで 

変更前  

 
最大   6.5 

 
最小   4.7 

 

132.3 
高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 

変更後  

 
最大   6.5 

 
最小   3.0 

 

132.1 

国道 
 
471号 

小矢部市道坪野字堂ノ前
1006番地先から 
 
小矢部市道坪野字堂ノ前
1007番地先まで 

変更前  

 
最大  10.4 

 
最小   8.1 

 

26.5 
高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 

変更後  

 
最大  12.7 

 
最小   7.4 

 

26.5 

県道 
 
小森谷庄川線 

小矢部市下川崎 100番から 
 
小矢部市下川崎 510番まで 

変更前  

 
最大  19.3 

 
最小   8.6 

 

108.7 

高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 
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  変更後  

 
最大  19.4 

 
最小   7.7 

 

108.5  

 

 

富山県告示第190号の３ 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月30日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  平成30年３月30日 

                    富山県知事 石  井  隆  一  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

国道 
 
471号 

南砺市岩武新 379番３から 
 
南砺市岩武新字五斗割８番１地先まで 

 
 

平成30年３月30日 
 
 

高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 

県道 
 
立山水橋線 

中新川郡立山町二ツ塚字中ノ島 164番
５地先から 
中新川郡立山町二ツ塚字中ノ島 136番
６地先まで 

 
 

平成30年３月30日 
 
 

富山土木
センター
立山土木
事務所 

県道 
 
東猪谷富山線 

富山市吉野字南ヶ口割94番４から 
 
富山市吉野字南ヶ口割 389番まで 

 
 

平成30年４月１日 
 
 

富山土木
センター 

県道 
富山庄川小矢
部自転車道線 

小矢部市埴生字北反畝1479番２から 
 
小矢部市野端 769番まで 

 
 

平成30年３月30日 
 
 

高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 

国道 
 
471号 

小矢部市道坪野字堂ノ前1006番地先か
ら 
小矢部市道坪野字堂ノ前1007番地先ま
で 

 
 

平成30年３月30日 
 
 

高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 

県道 
 
小森谷庄川線 

小矢部市下川崎 100番から 
 
小矢部市下川崎 510番まで 

 
 

平成30年３月30日 
 
 

高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 
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